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〈参考条項〉 ：工事請負契約書

：土木工事共通仕様書

工事監督の流れ

契約内容の確認

発 注

施工計画の把握

着手前打ち合わせ

施工状況の確認

対 外 調 整

工事の安全に関する事項

契約変更に係る対応及び報告

完成検査の準備

工事成績評定 監督員及び検査員による検査及び成績評定 工事目的物の引き渡し

契約図書の内容の把握

請負者による設計図書の照査

施工計画書の受理

請負者による工事に必要な測量の実施

必要事項確認

指定材料確認

工事施工の立会

工事施工状況の確認

（段階確認）

工事施工状況の把握

工程把握及び工程催促指示

改 造 請 求

支給材料及び貸与品の確認及び

現場発生品の処理、引渡し

関連工事との調整

地元対応

関係機関との協議・調整

安全パトロール等

臨機の措置

工事事故等に対する措置

必要書類確認

◎設計書、仕様書、図面等により契約内容を確認

◎配置技術者の専任及び技術者の適正な配置を確認

◎施行体制台帳及び施行体系図の確認

契

共仕1-1-10

共仕1-1-3.2

◎請負者から提出された施行計画書により、施工計画の内容の把握

◎工事基準点の指示、既設構造物・障害物の把握

◎支給品、貸与品の確認

◎事業損失物件の確認

◎請負者が行う官公庁への届出の把握

◎工事区域用地の把握

◎測量結果の把握

共仕1-1-4

共仕1-1-37

契15

契16
共仕1-1-35

共仕1-1-7

◎設計図書において指定された工事に使用する材料の品質、規格・

数量等の立会試験及び確認
共仕第２編第１章第2節

◎設計図書において立会の上施工するものと指定された工種におい

て、立会を行う 契14

◎設計図書に示された施工段階において、臨場等により確認を行う

共仕第３編1-1-6

施工体制の把握 ◎「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」

の指針において定められた点検要領に従い施工体制の点検を

行う→「工事現場等における施工体制の点検要領」

◎主要な工種について、適切な時期、必要な項目・頻度で適宜臨場

等により把握を行う

◎請負者からの履行報告又は実施工程表により工程を把握し、必要

に応じて工事促進の指示を行う。

◎工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で必

要があると認められるときは、改善の指示または改造請求を行う

◎設計図書に定められた支給材料、貸与品及び工事によって発生し

た現場発生品の契約上の処理、引渡しを行う

◎隣接工事等が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工に

ついて調整し、必要事項を請負者に対して指示を行う

◎地元住民から工事に対する苦情、要望に対し必要な措置を行う

◎工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を

行う

◎発注者としての工事事故防止の観点から、工事現場等の安全パ

トロール、運搬車両の過積載の点検等を行い、事前に事故防止を図る

◎災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めたときは、

請負者に対して臨機の措置を求める

◎工事事故等が発生したときは、速やかに状況を調査し、担当部所に

報告する

◎工事の中止、工期延期に関する報告

◎一般的及び不可抗力による工事目的物等の損傷及び損害額の報告

◎第三者に及ぼした損害の報告

◎部分使用に関する手続き

◎中間及び部分払い時の支払いに係る出来高の確認と報告

◎工事関係者に関する措置請求

◎契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告

◎完成検査を受けるにあたり、請負者が作成した検査に必要な工事

書類がそろっているかを確認

監督開始

監督終了

共仕1-1-24

契17

共仕1-1-16&17

契2

契26

契34,37

契12

契47-50

契20.21,43

共仕1-1-22

共仕1-1-38

共仕1-1-20.3

共仕

工事着手

 19-6


